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(57)【要約】
【課題】組み立てが容易であって、且つ、組立作業とは
別途の作業を施されずとも強度が良好である射出成形機
の機台を提供する。
【解決手段】機台１２の支持枠２０は、上下方向に延在
した機台１２の支柱１８の上方側または下方側の端面１
８ａと接合され、且つ、水平方向に延在した第１部材２
６と、第１部材２６に対して支柱１８とは反対方向に離
間し、且つ、水平方向に延在した第２部材２８と、を有
し、第１部材２６と接合した支柱１８の端面１８ａには
、第２部材２８まで延在し、且つ、第２部材２８と接合
された１つ以上の第１突起部３６が設けられる。
【選択図】図３



(2) JP 2020-62829 A 2020.4.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　型締装置および射出装置の少なくとも一方を支持する射出成形機の機台であって、
　水平方向に延在した支持枠と、
　前記水平方向と交差する上下方向に延在した支柱と、
　を備え、
　前記支持枠は、
　前記支柱の上方側または下方側の端面と接合され、且つ、前記水平方向に延在した第１
部材と、
　前記第１部材に対して前記支柱とは反対方向に離間しており、且つ、前記水平方向に延
在した第２部材と、
　前記第１部材と前記第２部材とを連結する第３部材と、を有し、
　前記支柱の上方側または下方側の端面のうち、前記第１部材と接合した端面には、前記
第２部材まで延在しており、且つ、前記第２部材と接合された１つ以上の第１突起部が設
けられている、射出成形機の機台。
【請求項２】
　請求項１に記載の射出成形機の機台であって、
　前記支持枠は、前記第１部材および前記第２部材が２つの前記第３部材により連結され
たパイプ状の部材であり、
　１つ以上の前記第１突起部は、前記第１部材を貫通し、且つ、前記第２部材の貫通孔に
挿入されている、射出成形機の機台。
【請求項３】
　請求項１に記載の射出成形機の機台であって、
　前記支持枠は、前記第１部材および前記第２部材が１つの前記第３部材により連結され
た横Ｈ字状の部材である、射出成形機の機台。
【請求項４】
　請求項３に記載の射出成形機の機台であって、
　１つ以上の前記第１突起部は、前記第１部材を貫通している、射出成形機の機台。
【請求項５】
　請求項４に記載の射出成形機の機台であって、
　前記第１部材を貫通した前記第１突起部のうち、少なくとも１つは、前記第２部材に挿
入されている、射出成形機の機台。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の射出成形機の機台であって、
　前記支柱の上方側または下方側の端面のうち、前記第１部材と接合した端面には、前記
第２部材まで延在しておらず、且つ、前記第１部材に挿入された１つ以上の第２突起部が
設けられている、射出成形機の機台。
【請求項７】
　請求項６に記載の射出成形機の機台であって、
　前記第２突起部は、前記第１部材と接合されている、射出成形機の機台。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の射出成形機の機台であって、
　前記射出成形機の機台は、
　前記型締装置および前記射出装置の少なくとも一方を支持し、前記支柱の上方側の端面
と接合される上枠と、
　前記上枠に対して下方に設けられ、前記支柱の下方側の端面と接合される下枠と、を有
し、
　前記支持枠は、前記上枠および前記下枠の少なくとも一方である、射出成形機の機台。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、射出成形機の機台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　射出成形機には、下記の特許文献１に開示されるように、型締装置や射出装置を支持す
る機台が備わる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０１２７２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　機台の組立作業は、支持枠（下枠および上枠）の所定の位置にケガキ線を描くことで目
印をつけ、目印の付いた位置に支柱を配置する配置工程と、支持枠に対して支柱を接合す
るという接合工程とを含むことが一般的である。また、上記組立作業のほか、型締装置や
射出装置から印加される負荷によって機台が変形してしまうおそれを低減するために、補
強部材を支持枠に別途追加する補強作業が必要となることもある。
【０００５】
　ケガキ線を正確に描いた上で正確に部材を配置することが要求される上記組立作業や、
支持枠の剛性を補うためだけに補強部材を別途で追加する上記補強作業は、作業者にして
みればいずれも面倒な作業であった。
【０００６】
　そこで、本発明は、組み立てが容易であって、且つ、組立作業とは別途の作業を施され
ずとも剛性が確保された射出成形機の機台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、型締装置および射出装置の少なくとも一方を支持する射出成形機の機台であ
って、水平方向に延在した支持枠と、前記水平方向と交差する上下方向に延在した支柱と
、を備え、前記支持枠は、前記支柱の上方側または下方側の端面と接合され、且つ、前記
水平方向に延在した第１部材と、前記第１部材に対して前記支柱とは反対方向に離間して
おり、且つ、前記水平方向に延在した第２部材と、前記第１部材と前記第２部材とを連結
する第３部材と、を有し、前記支柱の上方側または下方側の端面のうち、前記第１部材と
接合した端面には、前記第２部材まで延在しており、且つ、前記第２部材と接合された１
つ以上の第１突起部が設けられている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る射出成形機の機台は、組立作業を容易に行うことができる。また、本発明
に係る射出成形機の機台は、組立作業とは別途の作業を施されずとも、剛性が確保されて
いる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態の射出成形機の側面図である。
【図２】実施の形態の射出成形機の機台の斜視図である。
【図３】図２のＩ－Ｉ線断面図である。
【図４】実施の形態の下枠と支柱との組み立て中の状態を示した斜視図である。
【図５】変形例１の機台の一部断面図である。
【図６】変形例２の機台の一部断面図である。
【図７】変形例３の機台の一部断面図である。
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【図８】図８Ａは、変形例４の機台の一つの例における下枠と支柱との組み立て中の状態
を示した斜視図である。図８Ｂは、変形例４の機台のもう一つの例における下枠と支柱と
の組み立て中の状態を示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の射出成形機の機台について、好適な実施の形態を挙げ、添付の図面を参照しな
がら以下、詳細に説明する。
【００１１】
　［実施の形態］
　図１は、実施の形態の射出成形機１０の側面図である。また、図２は、実施の形態の射
出成形機１０の機台１２の斜視図である。
【００１２】
　射出成形機１０は、機台１２と、機台１２により支持される型締装置１４および射出装
置１６を有する。機台１２は、水平方向に延在した複数の支持枠２０と、上下方向に延在
した複数の支柱１８とを有する。ここでいう「水平方向」とは、図１に矢印で示したよう
に、型締装置１４と射出装置１６とにより成形が行われるときの型締方向と平行な方向を
意味する。また、ここでいう「上下方向」とは、図１に矢印で示したように、水平方向と
交差する重力方向を意味する。支持枠２０は、型締装置１４および射出装置１６を下方か
ら支持し、支柱１８の上方側の端面と接合される上枠２２と、上枠２２に対して下方に設
けられ、支柱１８の下方側の端面１８ａ（図３参照）と接合される下枠２４とに分類され
る。
【００１３】
　以下、機台１２の構成についてより詳細に説明するが、説明の簡略化のために、支持枠
２０についての説明は下枠２４に限定して記載することとする。ただし、下枠２４につい
ての説明は、上下方向が逆になることに留意して、上枠２２にも適用されてよいことを予
めことわっておく。また、図２のように、機台１２の下枠２４は、互いに間隔をおいて２
つ配置されるが、一方の下枠２４の構成は、他方の下枠２４にも適用されてよい。したが
って、以下では、２つある下枠２４のうち、一方の下枠２４についての説明のみ記載する
こととする。
【００１４】
　図３は、図２のＩ－Ｉ線断面図である。図４は、実施の形態の下枠２４と支柱１８との
組み立て中の状態を示した斜視図である。
【００１５】
　機台１２の下枠２４は、図３のように、第１部材２６と、第２部材２８と、第１部材２
６および第２部材２８を相互に連結する２つの第３部材３０とからなるパイプ状の部材で
あって、例えば鉄鋼材料からなる。第１部材２６は、水平方向に延在しており、図３のよ
うに、上面が第１溶接部分３４ａを介して支柱１８の下方側の端面１８ａと溶接される部
材である。第１部材２６には、第１部材２６を上下方向に貫通する貫通孔２６ａが予め設
けられる。図４のように、第１部材２６の貫通孔２６ａはスリット状である。
【００１６】
　第２部材２８は、第１部材２６と同じ水平方向に延在しており、第１部材２６に対して
支柱１８とは反対方向（下方）に離間した部材である。第２部材２８にも、第２部材２８
を上下方向に貫通する貫通孔２８ａが予め設けられる。図示しないが、第２部材２８の貫
通孔２８ａの形状は、第１部材２６の貫通孔２６ａに対応するスリット状である。なお、
貫通孔２６ａ、２８ａは、丸穴でもよい。丸穴には、ドリルを備えた工作機械による形成
が容易であるというメリットがある。また、貫通孔２６ａ、２８ａのそれぞれの形状を異
ならせてもよいが、少なくとも貫通孔２６ａの形状は、例えば支柱１８の下方側の端面１
８ａよりも面積を小さくするなどして、支柱１８が下枠２４の内部に侵入することを防止
するように設定する。
【００１７】
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　機台１２の支柱１８の下方側の端面１８ａには、第２部材２８の上面よりも下方且つ第
２部材２８の下面よりも上方の範囲で延在する第１突起部３６が設けられている。本実施
の形態の第１突起部３６は、図３のように、第１部材２６の貫通孔２６ａを貫通しており
、且つ、第２部材２８の貫通孔２８ａに挿入されている。また、第１突起部３６は、第２
部材２８の貫通孔２８ａの下方側の開口を通じた溶接加工により、第２溶接部分３４ｂを
介して第２部材２８と溶接されている。なお、本実施の形態の第１突起部３６は、断面が
貫通孔２６ａの形状（スリット）と相似する矩形であるが、貫通孔２６ａが丸穴であれば
、第１突起部３６の断面も円形にしてよい。また、第１突起部３６は、第１部材２６の上
面と溶接されてもよい。
【００１８】
　図３および図４では、１つの支柱１８に設けられる第１突起部３６の数は１つのみだが
、第１突起部３６の数は複数であってもよい。第１突起部３６が複数設けられる場合には
、第１部材２６の貫通孔２６ａおよび第２部材２８の貫通孔２８ａも、対応する数だけ設
けられてよい。
【００１９】
　以上が本実施の形態の機台１２の、下方側における構成である。本実施の形態では、支
柱１８の下方側の端面１８ａから第２部材２８まで延在し、且つ第１部材２６および第２
部材２８と溶接された第１突起部３６により、下枠２４の剛性が確保される。
【００２０】
　また、第１溶接部分３４ａおよび第２溶接部分３４ｂは、機台１２の組立作業における
接合工程で形成されるものである。したがって、本実施の形態の機台１２は、組立作業と
は別途の作業を施されずとも、上記のとおり剛性が確保されるものである。
【００２１】
　さらに、支柱１８に第１突起部３６が設けられ、第１部材２６に貫通孔２６ａが設けら
れることにより、機台１２の組立作業が容易且つ正確に行えるようになる。すなわち、作
業者は、機台１２を組み立てるとき、第１突起部３６を第１部材２６の貫通孔２６ａに挿
入する（貫通させる）ことで、下枠２４の所定の位置に支柱１８を配置する作業（位置合
わせ）を容易且つ正確に行うことができる。なお、このときの配置の精度は、第１突起部
３６と第１部材２６の貫通孔２６ａとのそれぞれの形状の設定如何によって適宜変更可能
である。例えば、貫通孔２６ａに対して第１突起部３６が隙間無く貫通する（挿入される
）ことが位置決め精度の観点では理想的だが、誤差として作業者が許容できる範囲内であ
れば、貫通孔２６ａと第１突起部３６との間に隙間が生じてもよい。
【００２２】
　既に説明したように、第１部材２６の貫通孔２６ａおよび第１突起部３６は、複数設け
られてよい。したがって、例えば、第１部材２６に設けられる複数の貫通孔２６ａと、そ
れに対応する複数の第１突起部３６とを、特定のパターンで配置することができる。これ
により、作業者は、貫通孔２６ａの配置パターンと第１突起部３６の配置パターンとに基
づいて、各部材の適切な配置をより容易且つ正確に把握することができる。なお、機台１
２の組立作業は、第１突起部３６の配置パターンおよび貫通孔２６ａの配置パターンを視
覚センサによって認識させるとともに、認識した情報に基づいて配置工程および接合工程
を実行する産業用ロボットによって自動化してもよい。
【００２３】
　このように、本実施の形態の機台１２は、組み立てが容易であって、且つ、組立作業と
は別途の作業を施されずとも剛性が確保されている。
【００２４】
　［変形例］
　以上、本発明の一例として実施の形態が説明されたが、上記実施の形態に、多様な変更
または改良を加えることが可能であることはもちろんである。その様な変更または改良を
加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らか
である。
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【００２５】
　（変形例１）
　図５は、変形例１の機台１２の一部断面図である。
【００２６】
　下枠２４は、第１部材２６および第２部材２８が１つの第３部材３０により連結された
横Ｈ字状の部材（Ｈ鋼）であってもよい。下枠２４がＨ鋼であっても、図５のように、第
１突起部３６が第１部材２６の貫通孔２６ａを貫通する構造であることで、作業者が組立
作業において支柱１８と第１部材２６との位置合わせを容易に行うことができる。
【００２７】
　また、下枠２４がＨ鋼の場合は、第２部材２８の下方から第１突起部３６に溶接加工を
施せるようにするための貫通孔２８ａを第２部材２８に設けなくてもよく、第１突起部３
６は、第２部材２８の上面よりも下方まで延在していなくてよい。すなわち、下枠２４が
Ｈ鋼の場合は、パイプ状である場合とは異なり、第１部材２６を貫通した第１突起部３６
が第１部材２６、第２部材２８、および第３部材３０の陰に隠れない。これにより、作業
者は、第２部材２８の上面まで延在した第１突起部３６と第２部材２８の上面とを溶接す
るための溶接加工を、第１突起部３６の側方から容易に施すことができる。
【００２８】
　（変形例２）
　図６は、変形例２の機台１２の一部断面図である。
【００２９】
　第１突起部３６は、第２部材２８まで延在していればよく、第１部材２６を貫通してい
なくてもよい。例えば、図６のように、下枠２４の第１部材２６および第２部材２８のそ
れぞれの側面に近接して第１突起部３６が延在してもよい。この場合は、第１部材２６お
よび第２部材２８のそれぞれの側面と、第１突起部３６とを溶接してよい。
【００３０】
　これにより、第１突起部３６が第１部材２６を貫通しない場合であっても、幅方向（図
６中の矢印）における支柱１８と下枠２４との位置合わせを容易に行える。また、第１突
起部３６が第１部材２６および第２部材２８と接合されたことによって、下枠２４の強度
が良好となる。
【００３１】
　（変形例３）
　図７は、変形例３の機台１２の一部断面図である。
【００３２】
　支柱１８の下方側の端面１８ａには、第２部材２８まで延在しない長さで延在した位置
決め用の第２突起部３８が設けられてもよい。このとき、第１部材２６には、第２突起部
３８に対応して、位置決め用の挿入穴２６ｂが設けられてよい。また、この挿入穴２６ｂ
は、貫通孔であってもよいし、第２突起部３８の長さに対応した深さの凹部であってもよ
い。さらに、第１部材２６に挿入された第２突起部３８は、下枠２４の第１部材２６と溶
接されてよい。
【００３３】
　上記の構造を備えた機台１２は、第２突起部３８と挿入穴２６ｂとが組立作業において
は目印となるため、作業者が支柱１８と下枠２４との位置合わせをより容易且つ正確に行
うことができる。
【００３４】
　（変形例４）
　図８Ａは、変形例４の機台１２の一つの例における下枠２４と支柱１８との組み立て中
の状態を示した斜視図である。図８Ｂは、変形例４の機台１２のもう一つの例における下
枠２４と支柱１８との組み立て中の状態を示した斜視図である。
【００３５】
　第１突起部３６の形状と貫通孔２６ａの形状とは、お互いに相似していなくてもよい。



(7) JP 2020-62829 A 2020.4.23

10

20

30

40

50

例えば、図８Ａのように、第１突起部３６の断面が矩形であって、貫通孔２６ａが丸穴で
あってもよい。また、図８Ｂのように、第１部材２６の１つの貫通孔２６ａに対して複数
の第１突起部３６が対応してもよい。この場合であっても、組み立て時においてある程度
の精度で各部材の配置を把握することができる。また、第１突起部３６に対して貫通孔２
６ａを大きく設定することで、挿入が容易になる。
【００３６】
　また、このとき、第１部材２６の１つの貫通孔２６ａに１つの第１突起部３６が対応す
るパターン（図８Ａ）と、第１部材２６の１つの貫通孔２６ａに複数の第１突起部３６が
対応するパターン（図８Ｂ）とを組み合わせてもよい。複数のパターンを組み合わせるこ
とで、各部材の配置パターンをより判別し易くすることができる。
【００３７】
　（変形例５）
　支柱１８の下方側の端面１８ａと第１部材２６とは、溶接ではなく、既知の他の方法に
よって接合されてもよい。同様に、第１部材２６および第２部材２８の各々と第１突起部
３６とも、溶接ではなく、既知の他の方法によって接合されてよい。既知の他の方法とは
、例えば、接着剤による接合である。
【００３８】
　（変形例６）
　機台１２は、型締装置１４および射出装置１６の少なくとも一方を支持するものであっ
てもよい。
【００３９】
　（変形例７）
　上記実施の形態および変形例は、矛盾の生じない範囲内で適宜組み合わされてよい。
【００４０】
　［実施の形態から得られる発明］
　上記実施の形態および変形例から把握しうる発明について、以下に記載する。
【００４１】
　型締装置（１４）および射出装置（１６）の少なくとも一方を支持する射出成形機（１
０）の機台（１２）は、水平方向に延在した支持枠（２０）と、前記水平方向と交差する
上下方向に延在した支柱（１８）と、を備え、前記支持枠（２０）は、前記支柱（１８）
の上方側または下方側の端面（１８ａ）と接合され、且つ、前記水平方向に延在した第１
部材（２６）と、前記第１部材（２６）に対して前記支柱（１８）とは反対方向に離間し
ており、且つ、前記水平方向に延在した第２部材（２８）と、前記第１部材（２６）と前
記第２部材（２８）とを連結する第３部材（３０）と、を有し、前記支柱（１８）の上方
側または下方側の端面（１８ａ）のうち、前記第１部材（２６）と接合した端面（１８ａ
）には、前記第２部材（２８）まで延在しており、且つ、前記第２部材（２８）と接合さ
れた１つ以上の第１突起部（３６）が設けられている。
【００４２】
　これにより、射出成形機（１０）の機台（１２）の組み立てが容易となり、且つ、組立
作業とは別途の作業を施されずとも、機台（１２）の剛性が確保される。
【００４３】
　前記支持枠（２０）は、前記第１部材（２６）および前記第２部材（２８）が２つの前
記第３部材（３０）により連結されたパイプ状の部材であり、１つ以上の前記第１突起部
（３６）は、前記第１部材（２６）を貫通し、且つ、前記第２部材（２８）の貫通孔（２
８ａ）に挿入されてもよい。これにより、組立作業とは別途の作業を施されずとも、機台
（１２）の強度が良好となる。また、第１突起部（３６）は、第２部材（２８）の貫通孔
（２８ａ）の下方側の開口を通じて第２部材（２８）と溶接することができる。したがっ
て、作業者は、組立作業における接合工程を容易に行うことができる。
【００４４】
　前記支持枠（２０）は、前記第１部材（２６）および前記第２部材（２８）が１つの前
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者は、第１突起部（３６）と第２部材（２８）とを溶接するための溶接加工を、第１突起
部（３６）の側方から容易に施すことができる。したがって、作業者は、組立作業におけ
る接合工程を容易に行うことができる。
【００４５】
　１つ以上の前記第１突起部（３６）は、前記第１部材（２６）を貫通してもよい。これ
により、作業者は、第１突起部（３６）と第２部材（２８）とを溶接するための溶接加工
を、第１突起部（３６）の側方から容易に施すことができる。したがって、作業者は、組
立作業における接合工程を容易に行うことができる。
【００４６】
　前記第１部材（２６）を貫通した前記第１突起部（３６）のうち、少なくとも１つは、
前記第２部材（２８）に挿入されてもよい。上記と同様に、これにより、作業者は、第１
突起部（３６）と第２部材（２８）とを溶接するための溶接加工を、第１突起部（３６）
の側方から容易に施すことができる。したがって、作業者は、組立作業における接合工程
を容易に行うことができる。
【００４７】
　前記支柱（１８）の上方側または下方側の端面（１８ａ）のうち、前記第１部材（２６
）と接合した端面（１８ａ）には、前記第２部材（２８）まで延在しておらず、且つ、前
記第１部材（２６）に挿入された１つ以上の第２突起部（３８）が設けられてもよい。こ
れにより、作業者は、組立作業における配置工程を容易に行うことができる。
【００４８】
　前記第２突起部（３８）は、前記第１部材（２６）と接合されてもよい。これにより、
前記第２突起部（３８）と前記第１部材（２６）とが相互に固定される。
【００４９】
　前記射出成形機（１０）の機台（１２）は、前記型締装置（１４）および前記射出装置
（１６）の少なくとも一方を支持し、前記支柱（１８）の上方側の端面と接合される上枠
（２２）と、前記上枠（２２）に対して下方に設けられ、前記支柱（１８）の下方側の端
面（１８ａ）と接合される下枠（２４）と、を有し、前記支持枠（２０）は、前記上枠（
２２）および前記下枠（２４）の少なくとも一方であってよい。前記支持枠（２０）は、
機台（１２）の上枠（２２）と下枠（２４）とのどちらであってもよい。これにより、射
出成形機（１０）の機台（１２）の組み立てが容易となり、且つ、組立作業とは別途の作
業を施されずとも、機台（１２）の剛性が確保される。
【符号の説明】
【００５０】
１０…射出成形機　　　　　　　　　　　　１２…機台
１４…型締装置　　　　　　　　　　　　　１６…射出装置
１８…支柱　　　　　　　　　　　　　　　１８ａ…支柱の下方側の端面
２０…支持枠　　　　　　　　　　　　　　２２…上枠
２４…下枠　　　　　　　　　　　　　　　２６…第１部材
２６ａ…第１部材の貫通孔　　　　　　　　２６ｂ…第１部材の挿入穴
２８…第２部材　　　　　　　　　　　　　２８ａ…第２部材の貫通孔
３０…第３部材　　　　　　　　　　　　　３４ａ…第１溶接部分
３４ｂ…第２溶接部分　　　　　　　　　　３６…第１突起部
３８…第２突起部
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